
平成２３年１２月６日

午前１１時５０分 受領

平成２３年１２月６日

福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

福島町議会議員 ８ 番 川 村 明 雄 ㊞

一般質問通告書

平成２３年度福島町議会定例会１２月会議において、次の件について質問したいので、

会議条例第６３条 第２項の規定により通告します。

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手

児
童
生
徒
の
自
転
車
に
つ
い
て

先月下旬、自転車に関するこれまでにない事故判決が

大阪（11月28日の新聞紙上に掲載「自転車横断で2人死

亡事故誘発 被告に実刑判決」）でありました。当町の

場合は将来とも、係る事例の事故の心配はない、などの

意見もあるかも知れませんが、町内小中学校に於ける児

童、生徒が使用している自転車について、次の状況はど

のようになっているかお伺いします。

１．人数及び割合。

２．自転車保険に加入している台数及び割合。

又、ブレーキのない自転車使用の有無。

３．ここ数年の自転車事故の有無と状況。

４．自転車使用における交通安全対策指導の現状と今

後想定される課題の検討等。

５．福島高校における上記の状況。

（把握している場合）

教育長

注)１ 質問の要旨は、簡潔明瞭に記載すること。なお、記載外については、質問できません。

２ 質問の相手は、町長、行政委員会の長又は監査委員とする。



質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手

読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
に
つ
い
て

読み書きそろばんは、我国の古来よりの教育の基本で

あり、人生の基礎をなすものとして尊ばれてきた歴史が

あると思います。時代は変われど今もその心、基本は変

わらないものであると思います。

子供時代から大人に至るまで、身についた技能は生涯

持ち合わせることのできるものと思います。

福島町の出身者が自信を持って生涯を生きられると

したら、それに優るものはないと思います。

いま、あえてこの「読み、書き、そろばん」を基礎・

基本として推奨すべきと考えますが、教育長の所見を伺

います。

教育長

街
路
樹
の
整
備
、
維
持
方
策
に
つ
い
て

本件に付きましては、以前に一般質問しております

が、月崎地区などの街路樹は以後の対処もなくそのまま

の状態ですが、手を施すなどの方策は考え難いものでし

ょうか。

町 長

住
家
前
の
路
面
補
修
等
に
つ
い
て

住民が住んでいる家の前の道路や歩道が傷んだりわ

だち状態になっているなどで、改修等を求める声が寄せ

られていると思います。何らの対策もないままになって

いるところが多いようですが、施策がないものでしょう

か。

町 長


